
　２　評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任によ

　２　評議員には、費用を弁償することができる。

第８条　評議員の報酬については、支給しない。

　　り退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として権利義務

　　を有する。

（評議員の任期）

　５　評議員選任・解任委員会の決議は、委員全員が出席し、その過半数をもって行う。

      第２章  評議員

　　で構成する。

　　び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

　　運営についての細則は、理事会において定める。

　４　選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及

（評議員の選任及び解任）

第６条　この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員

　２　評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名

第７条  評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関す

　　選任・解任委員会において行う。

（評議員の報酬等）

　　ただし、外部委員が出席し、かつ外部委員が賛成することを要する。

　３　選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の

（評議員の定数）

第５条　この法人に評議員７名を置く。

　　る定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。


